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相 続 税 の 延 納 分 納 税 額 の 納 付 の お 知 ら せ 

あなたの相続税の延納分納税額（第  回分）の納期限は、平成  年  月  日となっております。 

今回の分納税額は、同封の「納付書」に記載のとおりですので、納期限までに、日本銀行（本店、支店、代理店若し 

くは歳入代理店）、郵便局又は税務署へ納付してください。 

 

○  納期限の 16 日以前に納付されるときは、利子税の額が変わることがありますので、あらかじめ税務署に問い合わ 

せてください。 

○  納期限までに納付できない事情があるときは、分納期限の延長等延納の条件の変更が認められる場合がありますの 

で、至急当税務署に御相談ください。 

○ 納期限までに連絡もなく納付しないときは、延納の許可が取り消される場合もありますので、御注意ください。 
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